
１０ 小児医療
� 小児科医の確保

【現状】

本県の小児科医数は，平成２８（２０１６）年１２月末現在（医師・歯科医師・薬剤師調査）で

２８４人となっており，人口１０万対９�８人と全国平均１３�３を下回り，全国最下位となっていま
す。

また，小児科・産科医師は，全国的の傾向と同様，本県においても地域偏在が見られま

す。

【課題】

政策的な医療を担う診療科である小児科医，新生児科医の養成・確保を進めるとともに，

今後増加する修学生医師の義務明け後の県内定着を促進する必要があります。

また，小児科は女性医師の割合が高いことから，女性医師の継続的な就業支援を推進し

ていく必要があります。

【対策】

ア 目指すべき方向

� 医師確保方針

� 地域医療の充実を図るために必要な医師を確保するとともに，県民の安心・安全

を担保するため，地域の医療ニーズに見合う医師確保対策を実施します。

� 総合的な医師確保対策の実施

� 県内の医療機関での勤務や研修を希望する医師が増えるよう，高校生，医学生，

研修医，医師の各段階に応じた，医師の養成・確保のための施策を実施します。

� 「地域医療支援センター」の体制拡充強化

� 修学資金の貸与を受けた修学生及び修学生医師が増加する中，義務明け後の県内

勤務を見据えた長期間のキャリア形成を支援するため，業務内容の拡充や医師を含

めたスタッフの増員など，地域医療支援センターの体制を強化します。

� 県，大学，医療機関等の連携

� 医科大学への働きかけ等により，本県への医師派遣を促進します。

� 県，大学及び県内医療機関等で連携し，医科大学への寄附講座設置による医師派

遣や修学生医師の県内勤務義務と専門医資格の取得を両立できる研修プログラム

（カリキュラム）の作成などを進めます。

イ 施策

� 医師の養成・確保，地域偏在・診療科偏在の解消

� 医師の絶対数の確保と地域偏在の解消を図るため，茨城県地域医療支援センター

を核として高校生，医学生，研修医，医師のそれぞれの段階に応じた総合的な医師

確保対策を実施します。

ａ 医師修学資金貸与制度等を活用し，本県で勤務する小児科医を養成します。

ｂ 地域医療の現場に触れる修学生セミナーの開催や，修学生の集いを開催し，地

域医療に従事する医学生や医師を支援します。
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ｃ 医師修学資金や地域枠の医学生及びこれを活用した修学生医師のキャリア形成

支援や，医師不足地域の病院等への派遣調整を行います。

ｄ キャリアコーディネーターとの個別面談を通じ，オーダーメイドのキャリアパ

スを作成・提示し，専門医や認定医の取得支援等，地域枠医師等のキャリア形成

を支援します。

ｅ 医科大学等と連携した寄附講座の設置により，医師の教育・養成・確保を図り

ます。

ｆ 初期研修期間の早い時期に小児科を経験するようなプログラム作成を，各臨床

研修病院に働きかけます。

ｇ 本県における勤務に魅力を感じるようなウェブサイトやパンレット等を作成し，

全国の医師や医学生に発信します。

ｈ 特色のある研修プログラムの策定や，指導医の養成，地域の医療機関のネット

ワークの強化などにより，若手医師向けの研修機会の充実，地域医療の魅力向上

を図ります。

� 医療勤務環境の改善促進

� 茨城県医師会と協力し，医療勤務環境改善支援センターにおいて，医療従事者の

勤務環境改善に取り組む医療機関に対して，医業経営面，労務管理面の専門的な支

援を行います。

� 特に，女性医師は今後増加傾向にあることから，保育・就業等に係る相談に対応

する総合相談窓口を設置・運営するとともに，子どもの急な体調不良時等でも安心

して勤務できるよう，民間シッター等を活用した保育支援体制の構築に取り組みま

す。

� 医師の養成・確保のための規制緩和等に係る要望活動

� 医師の養成・確保のための抜本的な課題解決が図れるよう，国に対し，医師不足

が顕著な地域を優先し，地域偏在や診療科偏在の解消につながる制度の見直し，都

道府県への財政支援などを講ずるよう要望していきます。

【目標】

番号 目 標 項 目 現 状 目 標

１ 小児科医師数 ２８４ ３２９
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� 小児医療体制の整備

① 小児救急医療

【現状】

近年，少子化や核家族化の進行，女性の社会進出に伴う夫婦共働きの進行などにより，

子育て環境が大きく変化する中で，保護者の子どもを大切に育てたいとの意識の高まり

とともに，専門医志向，病院志向の傾向が強まっており，小児医療体制の整備は，喫緊

の課題となっています。特に，休日・夜間においては，小児救急外来を設けている病院

に患者が集中して，その救急患者の多くを軽症患者が占める傾向にあります。

また，小児救急電話相談（いわゆる「＃８０００」）の件数も年々増加傾向にあり，平成

２８年度実績では，約２６�０００件にものぼっています。

【課題】

本県における小児救急医療体制は，県北県央，県南東，県南西の広域３医療圏にそれ

ぞれ，小児救急中核病院（群）各１病院と地域小児救急センター１から２病院を配置し

ていますが，二次医療圏においては，小児科医の不足や地域偏在のため，休日・夜間に

おける小児の初期救急医療体制が未整備の地域があるほか，二次や三次救急医療を担う

医療機関が初期救急医療についても担っており，当該医療機関の負担が大きくなってお

り，二次救急医療機関の診療体制の充実を図るため，広域的な対応が必要となっていま

す。

また，三次救急医療機関においては，小児救命センターを中心とした２４時間３６５日の

体制を確保するとともに，小児集中治療センター（ＰＩＣＵ）病床を持たない小児救急

中核病院の人材育成や病院間の連携などの体制強化を図る必要があります。

このようなことから，休日や夜間においても，患者の重症度・緊急度に応じて適切に

小児救急医療が提供できるよう，地域の実情に応じて集約化・重点化を進めるとともに，

医師不足地域の小児医療機能を改善するために，広域の小児医療連携体制をさらに発展

させることが必要です。

■一般病院数，小児科標榜病院数の推移

資料 医療施設調査・病院報告（厚生労働省）

区 分 Ｈ１０年 Ｈ１４年 Ｈ１６年 Ｈ１８年 Ｈ２０年 Ｈ２２年 Ｈ２４年 Ｈ２６年 Ｈ２８年

茨城県
一般病院数 １９６ １８４ １８１ １８１ １７１ １６４ １６２ １６１ １５８

小児科標榜病院数 １０４ ９６ ９１ ９２ ８６ ８１ ７８ ７３ ７２

全 国
一般病院数 ８�２６６ ８�１１６ ７�９９９ ７�８７０ ７�７１４ ７�５８７ ７�４９３ ７�４２６ ７�３８０

小児科標榜病院数 ３�７２０ ３�３５９ ３�２３１ ３�０７５ ２�９０５ ２�８０８ ２�７０２ ２�６５６ ２�６１８
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【対策】

ア 目指すべき方向

� 小児患者に対し，その症状に応じた対応が可能な体制

� 地域において，初期救急医療を含め一般的な小児医療を実施する体制の構築を目

指します。

� 二次医療圏において，高度な専門医療又は入院を要する小児救急医療を提供する

体制の構築を目指します。

� 三次医療圏において，高度な専門医療又は重篤な小児患者に対する救命医療を提

供する体制の構築を目指します。

� 地域の小児医療が確保される体制

� 医療資源の集約化・重点化の実施により，小児専門医療を担う病院が確保される

体制の構築を目指します。

� 小児医療に係る医師の確保が著しく困難な地域については，医療の連携の構築を

図ることで，地域全体で対応できる体制の構築を目指します。

� 子どもの健康を守るために，家族を支援する体制

� 急病時の対応等について，健康相談・支援を実施可能な体制の構築を目指します。

� 家族による救急蘇生法等，不慮の事故や急病への対応が可能な体制の構築を目指

します。

イ 求められる機能

� 初期救急医療機関

� 休日・夜間における小児の初期救急医療を実施すること。

� 一般的な小児科に必要とされる検査・診断・治療を実施すること。

【医療連携体制図】
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� 緊急手術や入院等を要する場合に備え，対応可能な二次救急医療機関等と連携し

ていること。

� 二次救急医療機関

� 入院診療を要する小児救急医療を２４時間３６５日体制で実施すること。

� 初期救急医療機関及び搬送機関からの救急患者を受け入れること。

� 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門治療を実施すること。

� 初期救急医療機関では対応が困難な患者や，常時監視・治療の必要な患者に対す

る入院診療を実施すること。

� 三次救急医療機関

� 小児の救命救急医療を２４時間３６５日体制で実施すること。

� 初期救急医療機関及び二次救急医療機関からの紹介患者や搬送機関からの救急患

者を受け入れること。

� 必要に応じて，小児の集中治療を専門的に実施できる診療体制（小児集中治療セ

ンター（ＰＩＣＵ）等）を確保すること。

� 相談・支援，普及・啓発

� 休日・夜間等に子どもの急病等に関する相談体制を確保すること。

� 小児の受療動向に基づき，急病等の対応等について啓発を実施すること。

ウ 対策

� 初期救急医療機関

� 地元医師会等関係機関の連携・協力のもと，地域の実情を踏まえた広域化・集約

化も含め，休日・夜間の小児の初期救急体制の充実を図ります。

� 地域医療構想調整会議などにおいて，地域救急医療の課題等について協議し，小

児救急医療体制の強化に努めます。

� 地域の内科医，看護師，救急救命士を対象に小児救急診療における研修機会を提

供し，不足する小児科医の負担軽減を図ります。

� 二次救急医療機関

� 圏域内で小児救急医療に係る入院診療を２４時間３６５日体制で確保できない地域で

は，深夜帯について最寄りの三次救急医療機関との連携によって救急患者を受け入

れるなど，広域医療圏で対応し，県内どこでも安心して医療を受けることができる

体制を整備します。

� 地域の入院診療や救急医療を担う中核的な医療機関を地域小児救急センターや小

児救急中核病院に位置付け，十分な診療機能を確保できるよう，関係機関の連携・

協力のもと検討を進めます。

また，地域小児救急センター及び小児救急中核病院（群）における地域連携方式

（地域の開業医による出務）導入に向けた具体的方策についても検討を進め，集約

化・重点化を推進します。

� 関係機関と連携して小児救急トリアージナースの育成・確保に努めるとともに，

院内小児救急トリアージの実施や緊急度の沿った救急対応を行う体制の整備を図り

ます。

� 他県の医療機関との連携を図りながら，県境地域の医療体制の充実に努めます。
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� 地域医療構想調整会議などにおいて，地域救急医療の課題等について協議し，小

児救急医療体制の強化に努めます。

� 三次救急医療機関

� 筑波大学の「小児集中治療センター」を中心に，小児救急中核病院（群）の集中

治療室（ＩＣＵ）の小児集中治療病床を救命の輪で継ぎ，ドクターヘリや防災ヘリ

の活用によって診療機能に応じた全県的な２４時間３６５日受け入れ可能な体制の充実

に努めます。

� 「茨城県傷病者の搬送及び受け入れに関する実施基準」に基づき，重篤な小児救

急患者の適切かつ迅速な受け入れを促進します。

� 小児救命救急センターを中心とした効率的かつ安心な２４時間３６５日の医療体制の

充実を図ります。

� 他県の医療機関との連携も図りながら，これまで以上に県境地域の医療体制の充

実に努めます。

� 重篤な小児患者の受入を円滑にするため，小児救急中核病院間の連携を進めると

ともに，安定期に至った患者が円滑に慢性期へ移行できるような体制整備を図りま

す。

� 相談・支援，普及・啓発

� 茨城子ども救急電話相談事業における相談件数も年々増加傾向にあることから，

引き続き子育て中の保護者の不安軽減，解消を図るほか，病児・病後児保育の充実

など安心して子育てができる体制整備を図ります。

� 「茨城県救急医療情報システム」による受診可能な医療機関等の救急医療情報の

提供の充実を図ります。

� 子どもの急病時における救急診療の適正利用を促すため，保護者に対し，家庭で

の応急処置や受診の目安等を記したパンフレット等を活用した広報強化を図るほか，

インターネットでの情報収集が迅速にできるようなホームページの構築に努めます。

� 小児救急医療研修について，地域の内科医等に対する小児救急の理解促進を図る

ため，より充実した研修内容と受講者数の増加に向けた取り組みを検討します。

② 小児在宅医療の整備

【現状】

� 在宅医療を受ける小児の数は増えており，在宅人工呼吸，在宅酸素，経管栄養，中

心静脈栄養，人工肛門，胃瘻，自己導尿などの管理を要する患者の割合が高くなって

おります。

� 在宅医療を受ける小児は，成長に伴い病態が変化したり，病状が急変するなどの特

徴がありますので，小児在宅医療の担い手となる在宅訪問医や訪問看護師には，小児

の特徴を踏まえた医療知識や技術が求められています。

� 継続的な医療的ケアを必要とする小児が急増しており，在宅療養中に医療的ケアを

担う家族に過重な負担がかかっております。

� 在宅医療を受ける小児が成長して成人年齢に至るまでの期間，小児が入院していた

医療機関において，在宅ケアの指導や緊急時の対応を行っています。
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【課題】

� 小児在宅医療を支える病院，診療所，訪問看護ステーションや医師，看護師などの医

療従事者が少ないなど，小児在宅医療の受入体制が必ずしも十分ではありません。

� また，介護保険における介護支援専門員のような役割を担う相談支援専門員がおりま

すが，小児の経験が少ないため，小児在宅医療についての適切な相談体制がない状況です。

� 継続的な医療的ケアを必要とする小児は，病院主治医と関係が構築されておりますが，

地域とのつながりが希薄であるケースがみられます。

� 家族の過重な介護負担を軽減するためのレスパイトや一時あずかりの体制が不足して

おります。

� 在宅医療を受ける小児が抱える様々な問題解決のため，医療，行政，福祉，教育，保

健など支援を行う機関の連携が必要ですが，体制が不十分です。

� 地域の小児科医の多くは在宅医療の経験がなく，また，日々の診療に忙しく，２４時間

対応などの在宅医療に取り組むことが難しくなっています。

【対策】

ア 目指すべき方向

� 小児病棟や新生児集中治療室（ＮＩＣＵ），小児集中治療センター（ＰＩＣＵ）等

で入院中の小児が生活の場で療養・養育できるよう，医療，介護及び福祉サービスが

相互に連携した支援の実施を目指します。

イ 求められる機能

� 小児病棟や新生児集中治療室（ＮＩＣＵ），小児集中治療センター（ＰＩＣＵ）等

から退院するに当たり，生活の場（施設を含む。）での療養・療育が必要な小児に対

して支援すること。

� 訪問看護ステーション，福祉サービス事業者及び行政等との連携によって，医療，

介護及び福祉サービス（レスパイトを含む。）を調整すること。

� 家族に対する身体的及び精神的サポート等を支援すること。

� 専門医療を担う地域の病院と診療情報や治療計画を共有するなどの連携を図ること。

ウ 対策

� 「茨城型地域包括ケアシステム」の理念のもと，行政・医療・教育・福祉など関係

者による連携体制を構築するとともに，施策の実現に向けた具体的な工程表を作成し，

医療的ケアの必要な小児が，安心して暮らせる支援体制づくりを推進します。

� 新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）等に長期入院している小児が在宅や重症心身障害児

施設に円滑に移行することを促進する体制整備に努めます。

� 退院後の医療的ケアを継続的に支援する役割を担う訪問看護ステーションや訪問看

護師の確保，内科及び小児科をはじめとする在宅訪問医師，相談支援専門員などの人

材育成を進めます。

� 小児の療養・養育などの在宅医療に係る支援体制を構築するため，地域の実情を踏

まえて，高度な医療機能を備える医療機関と連携を図るとともに，介護者への負担を

軽減できるレスパイトや医療型障害児入所施設，通所施設のより一層の確保を図りま

す。
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【目標】

③ その他の小児医療

【現状と課題】

■小児がん医療

小児がん医療については，県立こども病院及び筑波大学附属病院が，診療や研究，教育

などの連携体制を構築し，県内の基幹病院として，小児白血病や固形がんなどの専門的な

治療を提供しています。

小児がん長期生存者が増加している中で，晩期障害への対応，就学や就労の支援体制の

整備が求められていることから，医療関係者，事業者，教育委員会など関係機関と連携し

た支援を図っていく必要があります。

■児童虐待への対応

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は，平成２７年度に初めて１０万件を突破

し，平成２８年度は，１２２�５７８件（速報値）となり，本県においても２�０３８件と過去最多とな
っています。

虐待を受けた子どもは，身体や心に傷を負うばかりでなく，生命の危機にさらされる場

合もあるので，医療機関を含めた関係機関が連携し，児童虐待の未然防止や早期発見に努

めていく必要があります。

■発達障害児の支援

発達障害を持つ子どもたちが，将来自立した社会生活を営むことができるよう，どの地

域においても，早期に発達障害を発見し，それぞれの障害の特性に応じて早期から適切な

支援を受けられる体制を整備することが必要です。

しかし，発達障害の専門医等がいる医療機関は限られるため，どの地域でも一定水準の

発達障害の診療・対応が可能となるよう，地域の小児科医などのかかりつけ医等の対応力

を高めるとともに，専門医等をはじめ臨床心理士等多職種との連携の確保等を図る必要が

あります。

■難病対策

原因が不明で治療方法が確立されていない難病をもつ患者及びその家族は様々な悩みを

抱えています。このような中，本県の平成２８年度末の小児慢性特定疾病の医療受給者数は

２�４６６人に上っております。

番号 目 標 項 目 現 状 目 標

１ 乳児死亡率（出生千対） Ｈ２８：１�９人 全国平均以下
２�０人（Ｈ２８）

２ 幼児・小児死亡率（小児人口１０万対） Ｈ２８：２０�７人 全国平均以下
２２�１人（Ｈ２８）

３ 小児対応訪問看護ステーションにおける機能
強化型訪問看護ステーションの割合 １２�５％ ２５�０％
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在宅で療養する小児慢性特定疾病患者への支援を行うため，医療・介護・福祉サービス

との連携を強化し，患者への適切な支援等を行っていく必要があります。

■予防接種対策

小児を対象とした定期予防接種は，市町村が実施主体となり，麻しん風しん，百日ぜ

き等の１３疾病などについて行っております。

さらに，任意予防接種であるロタウイルスやおたふくかぜについては，現在，国におい

て定期予防接種化に向けた検討が行われています。

このような予防接種は，感染症の発生とまん延防止の観点から高い接種率が求められて

おり，市町村，関係機関，関係団体と連携し，県民に対し，接種時期や効果など，予防接

種に関する正しい情報の普及啓発を推進する必要があります。

■アレルギー疾患対策

近年，アレルギー疾患は増加傾向にあり，症状によっては，日常生活に多大な影響を及

ぼすこともあります。

このため，医療機関や関係団体等と連携し，地域の実情に応じたアレルギー疾患対策を

充実させていく必要があります。

【対策】

■小児がん医療

「第１章 第２節 がん」に掲載

■児童虐待への対応

「第２章 第３節 虐待防止」に掲載

■発達障害児の支援

「第１章 第２節 精神疾患」に掲載

■難病対策

「第２章 第３節 疾病・障害の早期発見・早期支援」

「第２章 第８節 難病等対策」に掲載

■予防接種対策

「第３章 第２節 予防接種対策」に掲載

■アレルギー疾患対策

「第２章 第８節 アレルギー疾患対策」に掲載
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北茨城市

つくば市

龍ケ崎市

阿見町

河内町

東海村

かすみがうら市

茨城町

土浦市

結城市

五霞町 境町

常陸大宮市

水戸市

石岡市

坂東市

牛久市

笠間市

古河市

筑西市

下妻市

高萩市

取手市

常陸太田市

日立市

常総市

潮来市
稲敷市

神栖市

鉾田市

利根町

大子町

つくばみらい市

那珂市

行方市

桜川市

小美玉市

城里町

守谷市

筑西市夜間休日一次救急診療所

診療科：内科，小児科

夜間（月～土）：19:00～21:00

昼間（休日） ：9:00～14:00

神栖市，潮来市，鉾田

市とともに，鹿島市夜

間小児救急診療所へ費

用負担実施

大洗町

常陸太田市こども夜間診療

診療科：小児科

夜間（火・水・金）：18:00～21:30

※祝日除く

平成 30（2018）年３月１日現在

● 休日夜間急患センター等

休日夜間急患センター等対応地域

（定額負担のみの市町村は除く）

二重線の休日夜間急患センター等

は，平日夜間の診療に対応。

●●

●

●

●

●

ひたちなか市休日夜間診療所

診療科：内科，小児科，外科

夜間（土，休日）

：19:00～21:30

昼間（休日）：9:00～15:30

石岡市緊急診療（医師会病院へ

委託）

診療科：内科，小児科

夜間（土，休日）：18:00～21:30

昼間（休日）：9:00～15:30

●

日立市休日緊急診療所

診療科：内科，小児科

昼間（休日）：9:00～16:00

水戸市休日夜間緊急診療所

診療科：内科，小児科，外科，歯科

(内科，小児科)

夜間（毎日）：19:30～22:30

(全て) 昼間（休日）：9:00～15:30

土浦市休日緊急診療所

診療科：内科，小児科

(全て) 夜間（土，休日）：19:00～22:00

(小児科) 夜間(木金土，休日)

：19:00～22:00

昼間(休日) ：9:00～16:00

鹿嶋市夜間小児救急診療所

診療科：小児科

夜間（毎日）：20:00～23:00

鹿嶋市
美浦村

ひたちなか市

八千代町

■小児救急医療圏（初期）

休日夜間急患センター等における小児科への対応状況
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■小児救急医療圏（二次・三次）
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■集約化・重点化による小児救急医療圏構想
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